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3,020,495

34,44847745
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557,950
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納税義
務者数

49,846 170 1,553

22,688
分割法人

本県本店分

Ｈ

合計（A+B+C+D+E+F+G+Ｈ）

　法人課税信託

区　　分

　「事業年度数」は，１年，６か月等の事業年度区分にかかわらず，それぞれの事業年度ごとに１件として計上したが，確定申告，修正
申告，更正又は決定の処理がなされたものについては，その最後の段階で１件とした。この場合において，納付すべき税額がないもの
についても計上した。

納税義
務者数

18,647 61

E 209

-

　人格なき社団等　　　　　　

Ｇ

　清　算　法　人　　　　　　　 F 1,508

　特　別　法　人　　　　　　　

　公　益　法　人　等　　　　　

　寮等のみを有する法人　　

B

C

D

普
通
法
人

分割法人
本県本店分

他県本店分

県内法人

計　 A

区    分

確定申告が翌年度
になる中間申告額

事業年
度数

確定法人税割額

事業年度数

確定申告
のあった

もの

左のう
ち決定
したも

の

確定
申告

のない
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確定申告の
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税　　　　　額

左のう
ち決定
したも

の

確定申
告のな
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②

35,331

大河原 仙台南

- -

9,624

　この調は，当年度において確定したものについて，①から⑧までは現事業年度分，⑨は過事業年度分，⑩は現事業年度分及び過
事業年度分の合計額について作成した。
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調定額
納税義
務者数

調定額

157,456 653 1,051,784170

調定額

確定法人税割額に対
応する前年度分の中

間申告額

税額
事業年
度数

税額 税額

確定申告期限が
翌年度となる
見込納付額

-

-

-

59

-

事業年
度数

-

-

2,900,149

11,082,165

166
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-

1

35,214-

-

-

1 173,315 -

-

-

-

-

2 126,673

-

--

1,446

-

-

334

- -

3 30,894

-

塩釜

　清　算　法　人　　　　　　　 52 21,302

調定額

北部

62 2,012

4 　「確定申告期限が翌年度となる見込納付額」は，会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないた
め，法人税法第７５条の２第１項の規定によりその納期限が延長されている法人が，見込納付を行った場合の額を記載した。

286

納税義
務者数

普
通
法
人

3

　「確定法人税割額」は，現事業年度分（平成２４年２月１日から平成２５年１月３１日までの間に終了する事業年度分をいう。なお，同
日後に終了する事業年度分で平成２５年３月３１日までに申告書の提出があり，当年度において調定したものについては，当該事業
年度分を含む。）に係る事業年度数及び確定税額（確定申告，修正申告，更正又は決定後の最終税額）を記載した。
　なお，確定申告及び決定のない中間申告分の税額は，「確定申告のないもの」に計上した。

1
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（単位：件，千円）

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑩+⑪ ⑫ ⑬
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- --

85144
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14 29415
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1,346

886 108,788 620,8573,137

3,421

1,194 172,052

196,898

25

1,010 778,070 1,294

　「特別法人」とは，法人税法別表第３に掲げる法人等をいう。

納税義
務者数

納税義
務者数

県　　計東部

（単位：件，千円）

　「公益法人等」とは，法人税法別表第１及び２に掲げる法人をいう。
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-

-
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-
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-
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-
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号
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⑦

過事業
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調 定 額
⑧＋⑨

均　　　　等　　　　割

14
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５
号
法
人

４
号
法
人
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2
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46,457
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1,402

1,487
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-
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-

-

-

227,160

3,104

-

17,591

調定額

28,231

-

41 653

20,738

1,655

156,362

205,331

117,304

2,437,898

890,338

3,445,540

29,593

1 - 4

-

20 16

821

--

21

170 233

-

49,828- 12,794,027

-

12,965,685

-

171,658

- -

6,222

55,2111,402

-

39

49,828 16,544,753

登米

　「中間納付額の歳出還付額」は，実際に還付したか否かを問わず，還付が確定した額を記載した。

158,284

調定額

栗原

調定額

10 　「清算法人」の予納分は，中間申告と同様の取扱いにより記載した。

-

1,410 1,211 2,861 9,184 35,162 3,579,068

　「納税義務者数」は，当年度中に確定申告した者及び決定した者の合計により記載した。なお，当年度中に同一法人において２以上の
事業年度分の確定申告又は決定があった場合は，これらを通じて1として記載した。

587 1,0812,652 26

34,125

気仙沼

納税義
務者数

調定額調定額

-

　「当年度に発生した歳出還付額」は，実際に還付したか否かを問わず，還付が確定した額を記載したが，⑦の金額は含めていない。7
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